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今号の表紙

令和6年能登半島地震の発生により建設された
仮設団地「里町第1団地」

　昨年、令和6年能登半島地震の発生により4,467戸の応

急仮設住宅が、当協会会員13社によって、石川県に建設さ

れました。北陸の地域性を考慮し、天井・壁・床の断熱材を厚

く、窓には結露防止に効果のある二重サッシが採用され、外

気の流入を緩和する風除室も設置されました。また、出入り

口のスロープや十分な広さを確保した車いす利用者用住戸

も整備されました。

　写真は、輪島市の旧南志見小学校グラウンドに建設された

里町第1団地の入居前の外観です。同団地は、規格建築部会

会員の㈱システムハウスアールアンドシーが施工し、54戸の

応急仮設住宅のほか、応急建設住宅地内のコミュニティ形成

のため、集会施設1戸が建設されました。（着工は2024年2

月24日、完成（県への引き渡し）は2024年3月29日）
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芳井 敬一
一般社団法人
プレハブ建築協会 会長

大和ハウス工業株式会社
代表取締役会長

プレハブ建築協会の役割は、良質なプレハブ住

宅を供給するということはもちろんですが、第一に

大規模災害が発生した際の対応だと考えています。

衣・食・住の「住」を担う企業の団体として、災

害時に困っている方々をいち早く支援するという姿

勢を常に持ち続けなければなりません。前回会長を

務めていた際にも、災害対応を最重要事項として

掲げておりました。今回も“ 災害対応に向けた準備

を怠らないこと”、そして “ 災害対応には迅速に取

り組むこと”を徹底し、迅速な支援体制の構築に努

めてまいります。

「住」を預かる団体として、
第一に災害対策

会長になられた今後の抱負、
当協会の果たすべき役割について
お聞かせください。

Q.

本年6月、プレハブ建築協会会長に就任した芳

井敬一氏。南海トラフ地震や首都直下地震をは

じめとする大規模広域災害が、いつ発生する

か分からない状況のなか、当協会には迅速に

対応できる体制が求められている。こうした現状

を踏まえ、当協会が果たすべき役割、今後の活

動について思いを語っていただいた。

芳井会長インタビュー

SPECIAL FEATURE

災害対応に向けた
迅速な支援体制
の構築

I N T E R V I E W  W I T H  T H E  C H A I R M A N

02  2025 Autumn vol.54-292  |  JPA  |



自社内ではよく話していますが、手遅れは経営側として最悪

の一手であります。起きてほしくないことではありますが、地震

や台風などの自然災害に常日頃から備え、いつでも動き出せる

準備が必要となります。日頃の災害対応訓練などの準備も非常

に重要な一方で、実際に訓練通りになるケースは少ないのが現

状です。しかし、その訓練をする意識や積み重ねた経験が有事

の際に重要な裏打ちとなってきます。現在、会員各社が日常、

こうした準備活動をしっかりと行っているからこそ、当協会とし

ての災害対応業務が遂行されています。今後も引き続き、災害

対応に関して積極的に取り組んでいきたいと考えています。

プレハブ工法は高品質な住宅を短期間で建設できることが強

みです。現在、住宅・建設業界で課題とされている労働力不

足に対しても非常に有効であるため、こうしたメリットをさらに

アピールしていきたいと考えています。一方で、『プレハブ』と

いう名称や言葉はかつての “ 安価 ”という印象を持たれることが

あります。また、『プレハブ』というと応急仮設住宅を想像する

人も多いと思います。しかし、現在では多くの住宅会社でプレ

ハブ工法が採用されています。今後は、高品質、短工期、そ

して現代社会にマッチしているといった点をもっと積極的に発信

していきたいと考えています。

最初にお話ししましたが、衣・食・住の「住」を担っていく

という姿勢はとても大切です。その上で、被災地との緊密なコ

ミュニケーションが重要になります。都道府県との応急仮設住

宅建設に関する協定はもちろん必要ですが、それ以上に、被害

を受けられた方々へ、いち早く対応することがもっとも重要にな

ります。

私は、阪神・淡路大震災の際に現場で対応をしていました。

その際、お住まいに甚大な被害を受けてしまったため、公園や

公民館などに避難している方々が多くいました。その後、応急

仮設住宅が完成し、公園や公民館などに避難していた方々が

入居された時の表情は今でも覚えています。やっと家に住める、

これからは、公園や公民館で寝泊まりをしなくてもいいという本

当に安堵の顔をされていました。災害発生時、本当に困ってい

る被災された方々に、少しでも早く応急仮設住宅を提供できる

よう、事前準備をしておくことが重要であると思います。これか

らも、各都道府県との連携を強化し、早期に応急仮設住宅を

建設できる準備を、より一層進めてまいります。

熊本地震の際には、さまざまな事情のため、応急仮設住宅

の供給に時間を要しました。結果、自社の話になりますが、顧

客の自宅解体を無償で行うなどの支援をしました。岡山県での

河川氾濫の際も、床下浸水後、時間が経つと床下に溜まった

泥が固まってしまい取れなくなってしまうので、顧客の住宅の床

下修復も無償で行いました。目の前で困っている被災者を第一

に考え、スピード感を持って行動することは、非常に大切なサー

ビスであり、今後の普及・復興にもつながっていくと思います。

こうした経験を都道府県や地域の関係者に伝えながら、想定

できるケースごとにさまざまな取り決めを事前に行っておくことも

非常に重要です。なぜここまでスピードを重視するかというと、

1棟目の応急仮設住宅を建設すると、それが地域の復旧・復

興の兆しとなり、被災者の方々が元気になってくれるからです。

できるだけ早く、被災者の皆さまに兆しを届けたい、こうした想

いで当協会が旗を揚げて災害対応に取り組んでいくべきだと考

えています。当協会の強みは、臨機応変に対応できる会員会社

が揃っていること、そして、会員各社が仮設材を保有している

ことです。日本木造住宅産業協会をはじめとする応急仮設住宅

を建設する関連団体とも連携し、各団体の強みを生かした取り

決めを行うなど、今後も協力して災害対応を進めてまいります。

先日、当協会会長という立場でウクライナを視察してまいりま

した。ウクライナではまだ、戦争が続いていますが、終戦後は

日本政府も支援することになるだろうと思いました。実際に現地

を訪れたことで、いち早く高品質で短工期な住宅を供給して、

過去の災害対応を生かした事前の備え

今後、発生が予測される大規模災害に対する
対策や支援についてお聞かせください。

Q.

プレハブ建築協会という旗を揚げて海外へ

大和ハウス工業で海外事業を担当されています
が、今後、当協会の国際貢献についてお考えが
あればお聞かせください。

Q.

現代のプレハブ工法を発信・訴求

いち早く、住民に“復興の兆し”を届ける
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I N T E R V I E W  W I T H  T H E  C H A I R M A N

ますが、運ばれてきた部材のボルトと穴がぴったりとはまるとい

う日本では当たり前の光景を非常に驚いており、現地の方々は

「奇跡」と表現していました。現地では合わないことが当たり前

で、現場の担当者たちは部材を切断・溶接する道具を準備し

ていたほどです。こうした施工の正確性にも驚いていましたが、

さらに驚いていたのは、そのスピードでした。私がマウイ島へ到

着した際、既に現地の会社が応急仮設住宅を建設していました

が、帰国する際もまだ建設途中でした。こうした状況もあり、

竣工の際には、知事をはじめ現地の方々が建設の早さに驚き、

高く評価をしてくださいました。

こうした取り組みを、災害が発生した他の国々でも展開して

いくことが必要です。建設が早いことは、当協会の社会貢献で

あり、世界に対して、私たちの持っている品質を伝えるメッセー

ジになると思います。

現地の皆さまに復興の兆しを見せたいという想いが強くなりまし

た。いつどの国で起こるか分からない災害等に対応するために、

一企業ではなく、プレハブ建築協会という旗を揚げて、海外で

の活動を進めていくことが必要です。

海外の一部では日本のプレハブ工法は良い意味で「異常」

といわれています。自社のグループ会社の話になりますが、米

国ハワイ州マウイ島で起きたラハイナの山火事の際、50戸の

仮設住宅のユニットを提供しました。現地での建設免許を持っ

ていなかったため、日本の部材をコンテナに積んで現地まで運

び、私どもがスーパーバイザーとして指導しながら現地の建設

業者が組み立てを行いました。現地にもモジュラー建築はあり

海外で「奇跡」と称賛されたプレハブ工法

※2025年7月29日取材
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ASSOCIATION NEWS

「第37回住生活月間中央イベント　住まいフェスin長野」開催
住生活月間中央イベント実行委員会（委員長 仲井 嘉浩　一般社団法人住宅生産団体連合会会長）では、10月11日（土）～ 12日（日）、
長野県長野市の長野市真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング）にて、「第37回住生活月間中央イベント 住まいフェスin長野」を
開催いたしました。

第37回住生活月間における功労者表彰にて、当協会から推薦した小山 勝弘氏(大和ハウス工業株式会社 執行役員 ビジネス・ 
ソリューション本部 環境エネルギー事業本部長)が国土交通大臣表彰を受賞されました。

第37回住生活月間功労者表彰

前（一社）プレハブ建築協会住宅部会 環境分科会 代表幹事

小
こ

山
やま

 勝
かつ

弘
ひろ

氏 

多年にわたり住宅産業及び建築事業に従事し、住宅・建設業界では世界で初めて気候変
動対策に関する３つの代表的な国際イニシアティブ（RE100等）への加盟を実現するとと
もに、同業他社への参加を促し、現在では大手住宅メーカーの多くがRE100に参加を果た
すなど、業界全体の環境活動の底上げに貢献した。
また、関係団体の役員として、令和３年１０月に閣議決定された「カーボンニュートラル行
動計画」等の策定を主導し、経済産業省の会議において成果・課題の報告や意見交換を行
うなど脱炭素社会の実現に尽力した。
さらに業界全体の統一的なルールとして「居住段階Ｃ０₂排出量算定ツール」などのガイド
ラインやツールをとりまとめるなど、環境分野における住宅・建築行政の推進に貢献した。

功績概要

住意識の向上を図り、豊かな住生活を実現するため、毎年10月を「住生活

月間」と定め、総合的な啓発活動を展開しております。

37回目を迎える今年度は、「やさしい住まいが創る、健康と安心の暮らし─

家族の笑顔があふれる快適、健康な省エネ住宅─」を基本テーマに、住生活の

向上に役立つ最先端の情報をはじめとする各種の展示や高円宮妃殿下による

テープカットセレモニー、合同記念式典等を行いました。合同記念式典では、

「第37回住生活月間功労者」表彰や「第21回家やまちの絵本コンクール」、

「第42回住まいのリフォームコンクール」の表彰が行われました。

ホームページ「住宅・すまいWeb」では、立体シンポジウムとして、住宅・すま

いの専門家が「ライフサイクルとすまい・まち」、「高齢社会とすまい・まち」、「ま

ちなみとすまい」など、最先端のテーマに関する研究成果を解説しました。

主催 ： 住生活月間中央イベント実行委員会

後援 ： 国土交通省、住宅金融支援機構、都市再生機構、長野県、
　　　長野市

高円宮妃殿下によるテープカット

国土交通大臣表彰

合同記念式典の様子
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2025年度　建設マスター・建設ジュニアマスター顕彰 
10月28日（火）、文京シビックホール  大ホール（東京都文京区）にて、当協会会員会社が推薦する3名が顕彰を受けられました。

積豊建設株式会社
推薦会社：積水ハウス（株）

木
き

村
むら

 直
なお

樹
き

氏 
OSA.クラフト株式会社

推薦会社：大成建設ハウジング（株）

島
しま

田
だ

 裕
ひろ

成
あき

氏 
ミサワホーム中部建設株式会社
推薦会社：ミサワホーム（株）

藤
ふじ

﨑
さき

 稔
とし

也
や

氏 

優秀施工者国土交通大臣顕彰
（建設マスター）

青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕彰
（建設ジュニアマスター）

式典会場の様子

■建設ジュニアマスターとは

次世代の建設現場の担い手を確保・育成すること、建設マス

ターに達するまでの技術・技能の向上を図ることを目的として、

優秀な技術・技能を持ち、今後さらなる活躍が期待される青年

技能者の方々を対象として、2015年度より新たに青年優秀施

工者不動産・建設経済局長顕彰（建設ジュニアマスター）を設け

ました。

■建設マスターとは

1992年に国土交通省が創設した「優秀施工者国土交通大

臣顕彰者」の通称。建設産業の第一線で「ものづくり」に直接従

事する方々に誇りと意欲を持っていただくとともに、これらの

人々が広く認知され、その社会的地位・評価の向上を図ることを

目的として、特に優秀な技術・技能を持ち、後進の指導・育成等

に貢献する建設技能者を顕彰するものです。
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ASSOCIATION NEWS

この度、当協会は、国で措置されたこれまでの施策や税制の継続と、より効果の

ある制度拡充や運用改善について「令和8年度 住宅関連税制および予算・制度改

正要望」としてとりまとめました。

カーボンニュートラルをはじめとする政策目標の実現に向け、GX志向型を含め

た環境性能等の高い良質な住宅ストックの形成とその循環を促進するとともに、住

宅市場の回復と安定を図り、住生活の向上に寄与していきます。また、賃貸住宅の

長期優良住宅化の普及促進、空き家を含めた既存ストックの有効活用、自然災害に

向けた平時からの事前対策の充実といった重要テーマについても提言し、引き続き

業界を先導する役割を果たしていきます。

国土交通省住宅局への要望説明の様子

1 経済対策要望
① 「住宅省エネ2025キャンペーン」の継続
総合経済対策で措置された「住宅省エネ2025キャンペーン
（子育てグリーン住宅支援事業・先進的窓リノベ2025事業、
給湯省エネ2025事業、賃貸集合給湯省エネ2025事業）」は、
子育て世帯を中心に、環境性能の高い良質な住宅の普及
に大きく寄与しています。特にGX志向型住宅の予算枠につ
いては、販売現場、お客様にも短期間で周知が図られ、反
響が大きかったことから、既に予算消化されました。今後は、
長期優良、ZEH水準住宅等の予算枠を最大限活用し、良
質な住宅ストックの形成を促進していくこととしています。これ
らの執行状況等も踏まえ、できるだけ切れ目のない支援を要
望します。

2 令和8年度要望における重点ポイント
① 住まい・くらしの安全確保
（1）応急仮設住宅を迅速かつ的確に供給するための
　　事前対策の充実
広域的かつ大規模な災害が発生した際には、迅速かつ円滑
に大量の応急仮設住宅を供給する必要があります。そのため
に、当協会では、南海トラフ地震・首都直下地震等も想定
し、平常時から都道府県・政令市との連携を強化し、事前
対策に取り組んでいます。地域の会員会社（支店職員等）も
参画しながら、全都道府県への年一回以上の訪問意見交換
（地域性を考慮した仕様書の点検、供給手続・連絡体制
の確認など）を行なうほか、都道府県等の発意で実施される
応急仮設住宅の供給体制の強化に資する現地での模擬訓
練等への参画（講師派遣、建設候補地の点検調査、DX導
入による配置図計画自動作成・敷地測量の試行など）も積
極的に進めています。
こうした平時からの事前対策活動が多くの都道府県に広がる
よう、国主催の研修会での取組事例紹介や広報、並びに地

方公共団体側の模擬訓練実施等への支援を要望します。
（2）大地震に備えたレジリエンスの高い住宅ストックの形成
　　（耐震性能等の強化、在宅避難に対する取組み）
当協会では高い耐震性能に加えて、被災後の給電、給水
等も確保し、在宅避難の可能性を高める住宅ストックの形
成（協会会員が過去に供給した住宅の改修を含む）を図るこ
とで、住居内被害の抑制、膨大に必要となる避難施設・仮
設住宅の軽減に繋げていきたいと考えております。また、新
築戸建住宅においては、性能表示制度において、耐震等級
3を満たす住宅の供給を積極的（令和5年度実績97.8％）に
進めており、賃貸集合住宅においても、普及に取り組んでい
くことを検討しております。こうした取り組みに関して、住まい
手・事業者双方への必要性の普及へのお力添えをお願いし
ます。
（3）液状化対策
東日本大震災、能登半島地震において、多数の液状化被
害が発生しました。現在、宅地液状化防止事業として災害
の発生を抑制するため、道路、下水道等の公共施設と隣接
宅地等との一体的な液状化対策が進められています。さらな
る促進策として、東京都の建築担当部局では、危険エリアに
おける宅地に対し新築・建替え時の液状化判定調査（地盤
調査・土質試験等）、液状化対策工事（地盤改良工事）へ
の支援も開始されており、全国的に広く拡大するために国の
支援拡充もお願いします。

②  住宅ストックの長期優良化の推進
（1）賃貸住宅の長期優良住宅整備に対する支援
当協会では、「住生活向上推進プラン2025」の中で、賃貸
住宅における長期優良住宅認定の取得率10％を目標に掲げ、
新築賃貸住宅の長期優良化に取り組んでおり、先行する会
員会社では約25％（令和6年度完工ベース）の実績に至ってお
ります。今回経済対策で措置頂いた子育てグリーン住宅支

国土交通省

令和8年度 住宅関連税制および予算・制度改正要望を実施
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援事業において賃貸住宅のオーナーへの支援を継承するか
たちで、当初予算においても、事業の継続、必要予算の確
保をお願いします。当協会会員会社において、引き続き積極
的に活用し、長期優良住宅の普及を促進してまいります。
（2）長期優良化リフォームの推進　　
長期優良住宅化リフォーム推進事業に対して昨年要望した
建物形態区分ごと（戸建住宅・共同住宅）の予算管理につい
て、令和7年度に運用改善を行っていただき感謝申し上げま
す。事業全体予算の拡充、特に評価基準型における戸建住
宅への予算拡充を要望するとともに、当協会会員会社におい
て積極的活用を図り、長期優良住宅化リフォームの活用を
加速して参ります。

③ 脱炭素対策化
（1）戸建住宅、集合住宅における脱炭素化
当協会では、「住生活向上推進プラン2025」の中で、新築
戸建住宅に関してはZEH供給率80％、新築賃貸集合住宅に
関してはZEH-M供給率25％を掲げ、脱炭素化に取り組んで
います。ZEHに加えGX志向型住宅も含め、今回経済対策で
措置頂いた子育てグリーン住宅支援事業を継承するかたちで、
対象とならない取得層に対しても広くいきわたるよう必要予算
の確保を要望します。
特に現状のZEH-M事業は、賃貸住宅は戸建住宅に比べて、
設計・施工期間が長くかかることから、事業申請フロー（契
約・事業開始時期等）の見直し、運用改善（入居者アンケー
トの負担軽減等）をお願いします。
（2）部分断熱リフォームの推進　
国土交通省では、令和2～4年度に「部分断熱等改修実
証事業」を実施し、リビング・ダイニングなど住宅の一部を
断熱改修する「部分断熱改修」の実例において、改修効果
の測定等を行う取組を支援しそのとりまとめが行われました。
国は2050年の住宅・建築物のストック平均でZEH基準の省
エネルギー性能を確保することを目指しており、当協会として
も、住宅全体を断熱改修する主たる選択肢と並んで、部位
ごとの断熱強化に留まらない「部分的な断熱改修」に軸足
を移行しつつ、ストック分野でのリフォームによる当該目標の
達成に着実な貢献を果たしていきたいと考えています。一方
では部分的な断熱改修された住宅が流通する際に適切な評
価がなされていない現状もあります。
このため、協会として「部分的な断熱改修」の評価基準・
算定方法等について、ご指導を賜りながら整備してまいります
ので、ストック分野のZEH基準達成の算定になんらか反映さ
れるように位置づけていただき、住まい手への認知度を高め、
既存住宅の省エネリフォームが一層活性化するよう普及に向
けた支援を要望します。
（3）その他　継続要望
脱炭素に向けた令和7年度に実施された下記事業に関しては、
当会員企業においても積極的な活用を検討しており、令和8

年度においても事業の継続を要望します。
●住宅・建築物省エネ改修推進事業
●サステナブル建築物等先導事業（次世代住宅型）

④ 誰もが安心して暮らせる多様な住まいの確保
（1） 「子育てグリーン住宅支援事業」の継続
総合経済対策で措置された「子育てグリーン住宅支援事業」
は、子育て世帯を中心に、性能の高い良質な住宅の普及に
大きく寄与しています。子育て世帯が安心して暮らせる多様
な住まいの確保に資する支援事業として、早急な予算消化
の可能性があります。執行状況等も踏まえできるだけ切れ目
のない支援を要望します。
（2）サービス付き高齢者向け住宅整備事業
高齢者世帯の急増が見込まれる中、高齢者向け住宅の需
要拡大、特に要介護前の住み替えに資する高齢者向け住宅
の需要が顕在化しています。自立期に住み替え、コミュニティ
に参加する等による、介護予防・フレイル予防の効果につい
ての有意な効果も示されている中、現状では、元気に活動
する自立期の住まい・暮らし方に資する住戸の広さを有する、
サ高住が供給されにくい状況にあります。このような住宅供給
も推進されるよう当協会会員会社が取り組んでまいりたいの
で、本事業を継続するとともに、家賃上限額については広め
の住戸が支援の対象になるよう制度の拡充を要望します。
（3）その他　継続要望
誰もが安心して暮らせる多様な住まいの確保に向けた令和7
年度に実施された下記事業に関しては、当会員企業において
も積極的な活用を検討しており、令和8年度においても事業
の継続を要望します。
●子育て支援型共同住宅推進事業

⑤ 住宅分野におけるDX化の推進
（1）戸建住宅の設計等へのBIM 導入
当会員企業は、住宅における建築物の設計、施工、維持管
理などの業務効率化を目的に、BIMの導入に積極的に取組
んでいます。当会員企業が供給する戸建住宅のBIM化は量
産化を前提にしていることから、DX化の推進に寄与すると考
えます。住宅用ソフトの開発および拡張に対する支援を要望
します。
（2）建築時の管理等におけるIT機器の導入
現在、受注2億円未満の工事では、ICT技術の活用により
専任の技術者の2現場兼務が可能となっており、建設の施工
管理や品質管理、アフターメンテナンスにおける、定点カメラ、
モバイルカメラ、ドローン、点検ロボット等の導入に積極的に
取組んでいます。さらなる普及に向けて、これらのIT機器およ
び全体を制御するソフトに対する、普及・支援を要望します。
（3）その他　継続要望
令和7年に実施された下記事業に関し、継続を要望します。
●サステナブル建築物等先導事業（次世代住宅型）
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⑥ その他
（1）大工の確保・育成に関する補助金
　　  （建設事業者向け助成金）
大工の確保・育成については中小事業者に限らず、プレハブ
住宅分野も含めて住宅業界全体における喫緊の解決課題です。
現在国交省、厚労省連携で各種建設事業者向け助成金によ
る支援が施されていますが、より活用が促進されるための予算
拡充、制度改善、運用改善を要望します。

3 令和7年度末までに期限を迎える税制特例措置について
● 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
　 （住宅ローン減税）【所得税・個人住民税】
住宅ローン減税は、住宅購入者に対する影響が最も大きく、
特に若年・子育て世帯は、物価高、住宅価格高騰の影響を
強く受けている。一次取得者層が良質な住宅を取得できる環
境を維持するため、住宅ローン減税制度の継続を要望します。

● 新築住宅に係る固定資産税の減額措置【固定資産税】
固定資産税の軽減期間は、3階建て以上の準耐火・耐火構
造住宅は5年間、それ以外の住宅は3年間。現行措置の継続
を要望します。

● 認定住宅等の新築した場合の所得税の特例措置
　（投資型減税）【所得税】
認定長期優良住宅、 認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅
を新築または取得した場合は、性能強化費相当額（650万円
を限度）の10％に相当する金額を所得税額から控除を要望しま
す。

● 認定長期優良住宅に係る特例措置【不動産取得税】
新築住宅については 課税標準価額から1,200万円を控除、長
期優良住宅については1,300万円を控除。現行措置の延長を
要望します。

● 認定長期優良住宅に係る特例措置【固定資産税】
長期優良住宅の場合、現行の固定資産税の軽減期間、3階
建て以上の準耐火・耐火構造住宅は7年間、それ以外の住宅
は5年間。さらなる期間の延長（拡充）を要望します。

● 既存住宅の改修に係る特例措置 【所得税】
ローンを活用した場合はローン減税とローンの有無に関係なく
工事費用の一定額を所得税から控除できるリフォーム促進税
制がある。現行措置の延長を要望します。

● 既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・
　 長期優良住宅化リフォームに係る特例措置【固定資産税】
拡充・耐震改修（耐震基準 適合）を行った場合は固定資産
税を1/2に（長期は2/3）、バリアフリー改修を行った場合は 1/3
に、省エネ改修（断熱改修、太陽光発電、 高効率給湯等）を
行った場合は1/3に減額（長期は2/3）するのに対し、延長を要
望します。

● 居住用財産の買換え等に係る特例措置
　 【所得税・個人住民税】
マイホーム譲渡価格が新しく取得したマイホームの取得金額の
場合、課税所得は発生せず、また、超える場合には課税が繰
り延べられる、現状措置の延長を要望します。

● 宅地建物取引業者等が取得する新築住宅の取得日に係る
　 特例措置【不動産取得税】
新築の日から6カ月を経過しても、なお最初の使用または譲渡
が行われないときは当該期間を経過した日に取得があったとみ
なされる措置に対し延長を要望します。

● 一定の住宅用地に係る税額の減額措置の期間要件を
　 緩和する特例措置
土地を取得した日から3年以内にその土地の上に新築住宅を
新築に該当する場合、①45,000円　②土地1㎡当たりの固定
資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍×3％のいずれか高
い金額を減額。延長を要望します。

● 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
都市計画内にある一定の低未利用土地等を500万円以下
（一部土地等については800万円）で売った場合に、その土地 
の譲渡所得の金額から100万円の控除について、延長を要望
します。

● 土地の所有権移転登記等に係る特例措置【登録免許税】
土地売買における所有権移転登記の軽減（固定資産税評価
額×1.5％）に対し、延長を要望します。

① 応急仮設住宅を迅速かつ的確に供給するための事前対策の
　 充実
国土交通省と同様の要望を行いました。

② 大地震に備えたレジリエンスの高い住宅ストックの形成
国土交通省と同様の要望を行いました。

③ 液状化対策
国土交通省と同様の要望を行いました。

内閣府
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①「住宅省エネ2025キャンペーン」の継続
国土交通省・経済産業省と同様の要望を行いました。

② 賃貸住宅の長期優良住宅整備に対する支援
国土交通省・経済産業省と同様の要望を行いました。

③ 戸建住宅、集合住宅における脱炭素化
国土交通省・経済産業省と同様の要望を行いました。

④ 部分断熱改修の推進
国土交通省・経済産業省と同様の要望を行いました。

⑤ その他　継続要望
脱炭素に向けた令和7年度に実施された下記事業に関しては、

当会員企業においても積極的な活用を検討しており、
令和8年度においても事業の継続を要望します。
●先進的な資源循環投資促進事業（経産省との連携事業）
●Scope3 排出量削減のための企業間連携による省CO²
　設備投資促進事業
●商用車の電動化促進事業
　（経産省、国交省との連携事業）
●運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム 
　社会実装促進事業
●既存住宅の断熱リフォーム支援事業

環境省

（1）【フラット35】等について
①利用条件の緩和
・シニア層を中心にコンパクトな平屋の建築が増加しており
70㎡未満の物件も出てきたため、戸建住宅の床面積要件
70㎡の緩和を要望します。

・借入可能額は現在8,000万円までとされていますが、昨今
の資材の高騰等による建設価格の上昇に追いついていな
いため、借入可能額の引き上げを要望します。

② 「フラット35子育てプラスの拡充」
＜金利優遇条件の見直し＞
子どもの人数に応じて金利引下げ期間を優遇する仕組みや、
返済期間の途中で子どもが増えた場合でも金利優遇が適応
する仕組みの検討を要望します。
 （例）子どもが3人目以降はポイント加算を2ポイントにすると
いった優遇。

独立行政法人 住宅金融支援機構

① 「住宅省エネ2025キャンペーン」の継続
国土交通省と同様の要望を行いました。

② 賃貸住宅の長期優良住宅整備に対する支援
国土交通省と同様の要望を行いました。

③ 戸建住宅、集合住宅における脱炭素化
国土交通省と同様の要望を行いました。

④ 部分断熱リフォームの推進
国土交通省と同様の要望を行いました。

⑤ 蓄電池の普及
「DRリソース導入のための家庭用蓄電池システム導入支援事
業」の継続と、十分な予算の確保、住宅新築時にも利用しや
すくするため、建物請負契約と同時に設備設置契約が可能と
なるよう（補助金交付決定前に設備設置契約を可能とする）運
用改善を要望します。

⑥ 充電・充てんインフラの導入促進
クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんイ
ンフラ等導入促進補助金の継続と必要総予算の確保、併せ
て下記の運用等の改善を要望します。

≪事業フローの見直し≫
・ 申請開始から実績報告の期間、交付決定から実績報告ま
での期間延長
・ 申請から交付決定までの期間短縮
・ 交付決定前にも設備機器の発注ができる仕組み（即着工が
できる仕組み）
≪運用改善≫
・ 対象駐車場の拡大（現状は業務用車両用が対象、来客駐
車用についても対象に追加）
・ EV保有の要件緩和（完了報告後の取得も可能とする）

⑦ その他　継続要望
脱炭素に向けた令和7年度に実施された下記事業に関しては、
当会員企業においても積極的な活用を検討しており、
令和8年度においても事業の継続を要望します。
●クリーンエネルギー自動車導入促進補助金
●省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金
●先進的な資源循環投資促進事業（環境省との連携事業）
●商用車の電動化促進事業（環境省、国交省との連携事業）

経済産業省
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＜年齢制限の見直し＞
借入年度の4月1日において18歳未満の子供を養育する世帯
が対象となっていますが、18歳以降においても、大学、専門
学校進学等に多額の費用がかかる時期であることを考慮して、
学生であることを条件に子どもの年齢制限を見直し、22歳
以下への引き上げを要望します。

③「フラット35地域連携型」運用への支援
・地価を含む物価高騰から子育て層の新築住宅購入の買い
控えが、特に地方エリアで顕著に見られることを受け、地
方再生の観点から購買力の弱いエリア等での地域連携型
の活用普及を通じた金利優遇期間等に対する支援を要望
します。
・人口減少の中、二地域居住により行政区では常住ではな
くともエリア経済に対する貢献が期待できることから、二
地域居住における2拠点目住宅購入時の借入に対するハー
ドルを下げ、住居の流動性を確保する事に資する地域連
携型の運用改善及び取扱地方公共団体の拡充を要望し
ます。

④「フラット35」派生商品の創設
・フラット35と同等の金利及び貸し付け条件で返済年数を40
年に延長した「フラット40」の導入を要望します。

⑤「フラット50」等の運用改善
・現状では、建設費または購入価格の9割以内と融資割合
上限が設定されていますが、その上限を緩和し融資枠の拡
大を要望します。

・そのほかの商品においても9割超の融資は借入利率が上昇
する設定となっていますが、負担緩和のため金利据え置き
を要望します。

⑥「フラット融資」オンライン手続きの推進
・オンラインでの手続きや進捗確認ができるシステムが導入さ
れた取扱金融機関の拡充を要望します。

（2）【リ・バース60】について
①  耐震改修工事実施時の利子補給制度における周知普及と
取扱金融機関の拡充
・高齢者はローンの支払い負担が大きい場合、以降の居住
期間とのバランスから改修を躊躇する傾向にあります。支
払い負担の軽減をふまえた耐震改修補助金＋利子補給の
ニーズが今後増加することを想定し、リ・バース60融資＋
耐震改修利子補給制度における周知普及と取扱金融機関
の拡充を要望します。

②  使いみち（対象物件）の拡充
・住替え先の費用に充当する場合、現状は対象がサ高住
（住宅入居一時金）に限定されていますが、戸建居住の
高齢者が次の住替え先として魅力的なサ高住が限定的な
ため、有料老人ホームや高齢者向け住宅等への入居も可
能となるよう、対象物件の要件緩和を要望します。

③ 融資限度額の緩和
・現状の融資限度額は申込者が50歳以上60歳未満の場合、
担保評価額の30％と規定されていますが、60歳以上の場
合と同様の条件に緩和を要望します。

④ 申し込み手続きの利便性向上（取扱金融機関の拡充）
・現在、固定金利の取扱い金融機関は5社（日本住宅ロー
ン・SBIアルヒ・全宅住宅ローン・ドコモファイナンス・日
本モーゲージサービス）に限定されていますが、申込者の
利便性向上を念頭に、変動金利と同様に取扱える取扱い
金融機関の拡大を要望します。

（3）「子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資」について
①  自宅または非住宅部分（店舗等）の面積要件の緩和
・3階建において自宅または非住宅部分（店舗等）の延床面
積の合計が建物全体の延床面積に占める比率1/4以下
という本融資の面積要件では、1層を自宅といったプラン
にスムーズに対応できないことから自宅または非住宅部分
（店舗等）の延床面積の合計が建物全体の延床面積に占
める比率要件を、現状の1/4以下から1/3以下へ緩和を要
望します。

（4）融資制度を一層利用しやすくするための要望
①  グリーンリフォームローンのその他工事に対する
　融資限度額の拡充
・既存ストック住宅の有効活用が社会的な喫緊の課題とさ
れる中、幅広いリフォームに活用できるリフォームローンが
求められています。グリーンリフォームローンにおいては、省
エネリフォーム工事費と同額のその他工事が融資対象と
なっているところですが、より幅広いリフォーム工事に対して
も借り入れが可能となるよう、その他工事に対する融資限
度額の増額が可能となるよう運用の見直しを要望します。
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規格建築部会

7月1日（火）に就任された宿本住宅局長をはじめ、井﨑大臣

官房審議官、豊嶋大臣官房審議官、福永総務課長、皆川住宅

経済・法制課長、勝又住宅総合整備課長、田中安心居住推進課

長、前田住宅生産課長、松野建築指導課長、田中市街地建築

課長、髙木参事官、横田参事官、家田住宅戦略官をお招きし、

当協会役員より一人ずつ自社を含めた業界の動向や活動状

況、住宅局への要望などを順次発言し、その後、意見交換をさ

せていただきました。

災害発生直後の避難所生活を余儀なくされる被災者の皆様に、一日で

も早く安全で安心な住まいをご提供することを目的として、設置完了型の

ユニットハウスタイプによる応急仮設住宅の開発に取り組み、この度、試

作棟が完成いたしました。2024年1月1日に発生した「能登半島地震」で

は、山が多く、平地が少ない等の地形的な状況があったことや道路や電

気、水道などのインフラに多大な被害があり、思ったように工事が進めら

れなかったことにより、建設依頼を受けてから完成まで、時間がかかってし

まいました。そのことを受け、当協会では、一日でも早く応急仮設住宅が

供給できるよう、研究・開発を進めてきました。「設置完了型応急仮設住

宅」は事前に工場でユニットハウスを製作し、トラックで運搬をし、H型鋼

基礎に設置する施工方法になります。現場での作業は、基礎用H型鋼へ

の据え付け、給排水や電気設備の設置工事等は必要ですが、組み立て工

事はほとんど必要ありませんので、作業現場の省人化・省力化、熟練者不

要、短期間で施工が完了するといったメリットがあります。そして、断熱性

が確保されており、木質内装により、温かみのある空間も提供できます。

ご参加された皆様に、「設置完了型応急仮設住宅」の特徴や利点につい

て、ご説明・ご紹介をさせていただきました。

懇談会の様子

見学会の様子

国土交通省住宅局幹部と当協会役員との懇談会を開催

「設置完了型応急仮設住宅」試作棟見学会を開催

9月16日（火）、如水会館（東京都千代田区）にて国土交通省住宅局幹部と当協会役員との懇談会を開催しました。

規格建築部会は、報道関係者向けに7月23日（水）、東京都江戸川区にて「設置完了型応急仮設住宅」試作棟の見学会を開催し、報道
関係者16名が参加しました。また、内閣府、国土交通省、埼玉県庁、千葉県庁、千葉市役所の方にも見学いただき、ご説明・ご紹介を
させていただきました。
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プレハブ建築協会は、47都道府県及び13救助実施市と「災害時における

応急仮設住宅の建設に関する協定」を締結しており、災害が発生した場合、都

道府県等からの要請を受けて、応急仮設住宅の建設業者を斡旋します。

規格建築部会では、災害発生地区で建設業者となった会員会社が、滞りな

く応急仮設住宅を建設できるように、毎年開催場所を変えて会員会社職員向

けに応急仮設住宅建設対応訓練（バーチャルトレーニング）を行っております。

今年度は、7月28日、静岡県静岡市の会場において、規格建築部会に所属

する会員14社の静岡県及び愛知県の事務所等に所属する職員約50名のほ

か、静岡県・市・町担当者約20名にもご列席頂き、応急仮設住宅建設対応訓練

を開催しました。

訓練参加者は、座学により応急仮設住宅建設の流れを習熟するとともに、

建設候補地決定後に、まず行わなければならない現地調査と配置計画図作成

について、静岡県静岡市及び浜松市から提供頂いた建設候補地に関する情

報をもとに、事前に配置計画図を作成し、当日発表、質疑応答、講評等を行う

形式で、応急仮設住宅の建設に関する専門知識の向上に努めました。

規格建築部会は、災害が発生した場合、都道府県等の求めに応じて、住ま

いを失った被災者に供与される応急仮設住宅を建設しなければなりません。

被災者が一日も早く生活再建できるように、応急仮設住宅を迅速に提供す

る必要があり、このため、日頃より近い将来発生することが危惧される南海ト

ラフ地震等の大規模災害に備えたマニュアルの整備や応急仮設住宅建設対

応訓練を行っている他、都道府県等の主催する応急仮設住宅建設模擬訓練

等を支援する等、都道府県等との連携強化に努めております。

その一環として、8月31日、令和7年度東京都・羽村市・日の出町合同総合

防災訓練に参加しました。

同訓練は、多摩東部を震源とする首都直下地震（マグニチュード7.3）が発

生した想定で、東京都羽村市及び日の出町の会場において、防災への関心を

高める都民参加型の訓練、行政・機関の災害対応能力向上に向けた訓練、能

登半島地震を踏まえた孤立地域の発生を想定した訓練等が行われ、規格建

築部会は、展示体験訓練の会場となった日の出町民グラウンドにおいて、応

急仮設住宅の模型、写真パネル等を展示し、訓練参加者に応急仮設住宅の建

設実績等をご紹介しました。

当日の様子

当日の様子

応急仮設住宅建設対応訓練(中部地区)の実施

都道府県主催の防災訓練への参加

規格建築部会では、災害時に被災者の仮住まいとして供与される応急仮設住宅について、建設を担う会員会社の技術力向上を図るため、
毎年開催場所を変えて会員会社職員を対象とした応急仮設住宅建設対応訓練 (バーチャルトレーニング )を行っています。

規格建築部会は、8月31日、令和7年度東京都・羽村市・日の出町合同総合防災訓練に参加し、
訓練参加者に応急仮設住宅の建設実績などをご紹介しました。
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２０２５年９月９日（火）から１２日（金）まで、九州大学伊都キャンパスにおいて2025年度日本建築学会大会（九州）が開催されました。当

協会からは、（一財）ベターリビングと共同で、PC部材品質認定制度認定工場から提供を受けたデータをもとに検討した結果を「プレキャス

ト部材に用いるコンクリートの調合設計の

合理化に関する検討」として4篇発表を行

いました。発表後には活発な質疑がなされ、

この分野への関心の高さがうかがわれまし

た。今回の発表の内容は、現在、日本建築

学会において進められている「建築工事標

準仕様書・同解説JASS10 プレキャスト鉄

筋コンクリート工事」の改定作業に反映さ

れ、コンクリート調合の合理化、環境性向上

に寄与されることが期待されています。今

後とも、当協会の持つプレキャストコンク

リート技術に関する知見を、学会発表等を

通じて広めることにより、ＰＣ建築の発展に

貢献していきたいと思います。

日本建築学会大会（九州）での学術講演
九州大学伊都キャンパスで開催された2025年度日本建築学会大会において、「プレキャスト部材に用いる
コンクリートの調合設計の合理化に関する検討」と題して9月11日（木）に学術講演を行いました。

2025年度 住宅産業CS大会開催
10月9日（木）　国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟 大ホールにて、2025年度住宅産業CS大会を開催しました。

2025年のCS大会は、『「CSへの取

り組み」～全ての接点を活かし信頼とロ

イヤルティを育む～』をテーマに開催

し、会員企業である旭化成ホームズ株

式会社とサンヨーホームズ株式会社か

らの事例発表を行いました。事例発表

に続き、日本航空株式会社の鈴木 翔子

氏より「おもてなしの心の実践セミ

ナー」をテーマに、ご講演をいただきま

した。オンラインと合わせて469名の

参加がありました。

日本航空株式会社
ソリューション営業推進部
教育事業室 リードキャビンアテンダント
鈴木 翔子 氏

CS大会の様子

ＰＣ建築部会

学術講演会場の様子
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今年度の更新講習会からｅラーニングを導入しました。受講期間
内であれば自身の仕事の都合に合わせて受講でき、苦手な部分を
繰り返し学習できる仕組みとしています。また、外部講師による特別
講義「住宅市場動向と価格高騰下での商談術」を実施し、より実務
に役立つ知見を得られる内容としました。
講習会はＷＥＢ形式で７月２２日（火）から８月１２日（火）に開催し、

２１８名の申し込みがあり、そのうち１８４名が更新認定を受けました。
「プレハブ住宅コーディネーター資格認定制度」は１９８９年に制
定され、翌１９９０年から講習会を開始しました。以来、社会の変化や
多様化する住宅ニーズに対応し、建築法規やインテリア・エクステリ
ア、資金計画、税制など幅広い専門知識の習得とコンプライアンス

の徹底を通じて、信頼される住宅営業のエキスパートを育成するこ
とを目的としています。２０２４年度末時点での資格認定者は累計
３５，９１５名となりました。
今年度の教育テキスト（第１７版・２０２５年４月１日発行）は、新し

い取り組みとして電子版に切り替えました。従来の印刷物に代わり、
ＰＣ・タブレット・スマートフォンから閲覧できる形式としたことで、外
出先でも手軽に参照でき、お客様への説明に活用できるようになり
ました。
制度改正の確認や日常業務の参考資料として、より実用的に活

用できる内容となっており、受講者の利便性向上と学習環境の充実
につながるものと期待されます。

講義は「とても役立つ」または「役立つ」と評価した受講者が、講義Ⅰ：９８．８％、講義Ⅱ：９９．４％、特別講義：９９．４％でした。
•協会の役割や取り組みを体系的に理解でき、業界全体の位置づけや自社業務との関わりを考える上で役立った。
•業界環境の変化や課題を具体的に理解でき、実務に生かせる内容だった。
•住宅市場の動向や価格高騰下での課題を踏まえた具体的な商談術や事例が示され、実務に直結する学びが多く理解が深まった。
教育テキスト電子版については、業務や顧客対応に役立つため、今後も積極的に活用したいとの意見が多数ありました。

■受講者からの評価

２０２５年度プレハブ住宅コーディネーター（ＰＨＣ）資格
１回目更新講習会を開催
ＰＨＣ資格更新講習会は、「プレハブ住宅コーディネーター」の資格を持つ方が、初回の資格更新にあたり必要となる最新の知識や情報を学ぶ
ための講習です。対象は、資格取得から４年目以降６年目までの有効期間内にある方で、この間に更新認定を受けることで資格を更新できます。

講義テキスト抜粋「脱炭素社会に向けた対策等の概要」

戸建て住宅におけるZEHの定義と種類

建築物省エネ法の改正

2025年度主な住宅関連税制の改正
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プレハブ住宅完工推移（戸数、プレハブ住宅比率）

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
対前年度比 対前年度比 対前年度比 対前年度比 対前年度比

プレハブ住宅完工戸数 A 118,228戸 87.1%注2 123,470戸 104.4% 124,980戸 101.2% 114,729戸 91.8% 103,109戸 89.9% 

全新設住宅着工戸数注1 B 812,164戸 91.9% 865,909戸 106.6% 860,828戸 99.4% 800,176戸 93.0% 816,388戸 102.0%

プレハブ住宅比率 A/B 14.6% -0.8pt注3 14.3% -0.3pt 14.5% +0.2pt 14.3% -0.2pt 12.6% -1.7pt

（注1） 国土交通省「建築着工統計調査」（2024年度）　　（注2） % の数値は今年度戸数÷前年度戸数。　　（注3） ptの数値は前年度との比率の差をポイントとしてptで表記。

当協会では、毎年会員企業に対して「プレハブ住宅完工

戸数実績調査」を実施しています。この調査は、2024年度

(2024年4月～2025年3月)の調査結果をまとめた報告書

になり、プレハブ住宅の完工(工事が完了した)戸数やプレハ

プレハブ住宅完工戸数実績調査報告 （2024年度 実績）

ブ住宅比率の推移を把握し、広く情報提供するものです。調

査報告書の一部を紹介します。

※正会員・準会員企業84社のデータを集計

長期優良住宅実績（戸数、プレハブ住宅の割合）

共
同
建
／
低
層
賃
貸

（年度）

一
戸
建
（%）

（%）

2018 2019 2020 2024202320222021

100.0

0.0

100.0

0.0
0.5

共同建 低層賃貸

一戸建

0.4 0.4 0.9 0.7 0.2
0.4 6.7

7.6

85.6 84.9
77.4

83.9 85.583.9 84.8

長期優良住宅比率

木質系 鉄鋼系 コンクリー
ト系

プレハブ
住宅 

完工戸数
合計

うち 
ユニット

うち 
ユニット

一
戸
建

ZEH A 7,536戸 644戸 20,938戸 8,251戸 32戸 28,506戸
プレハブ住宅全体 B 9,201戸 981戸 24,669戸 9,806戸 225戸 34,095戸
ZEH化率 A/B 81.9% 65.6% 84.9% 84.1% 14.2% 83.6%

共
同
建

ZEH A 143戸 0戸 22,966戸 994戸 499戸 23,608戸
プレハブ住宅全体 B 3,114戸 0戸 56,078戸 2,396戸 9,822戸 69,014戸
ZEH化率 A/B 4.6 % -% 41.0% 41.5% 5.1% 34.2%

低
層
賃
貸

ZEH A 143戸 0戸 21,622戸 985戸 264戸 22,029戸
プレハブ住宅全体 B 2,877戸 0戸 46,191戸 2,366戸 472戸 49,540戸
ZEH化率 A/B 5.0 % -% 46.8% 41.6 % 55.9 % 44.5%

プレハブ住宅完工戸数に占める長期優良住宅

木質系 鉄鋼系 コンクリー
ト系

合計
Gうち 

ユニット
うち 
ユニット

一
戸
建

長期優良住宅 A 7,437戸 814戸 21,462戸 8,794戸 36戸 28,935戸
プレハブ住宅全体 B 9,201戸 981戸 24,669戸 9,806戸 225戸 34,095戸
長期優良住宅化率 A/B 80.8% 83.0% 87.0% 89.7% 16.0% 84.9 %

（
長
屋
建
を
含
む
）

共
同
建

長期優良住宅 C 23戸 0戸 3,945戸 73戸 636戸 4,604戸
プレハブ住宅全体 D 3,114戸 0戸 56,078戸 2,396戸 9,822戸 69,014戸
長期優良住宅化率 C/D 0.7% -% 7.0% 3.0% 6.5% 6.7 %

低
層
賃
貸

長期優良住宅 E 16戸 0戸 3,723戸 67戸 2戸 3,741戸
プレハブ住宅全体 F 2,877戸 0戸 46,191戸 2,366戸 472戸 49,540戸
長期優良住宅化率 E/F 0.6% -% 8.1% 2.8% 0.4% 7.6% 

2018 2019
（年度）

2020 2021 202420232022
0

20.0

100.0

40.0

60.0

80.0

（%）

63.0 64.9
75.1

81.8

30.2

21.7

83.6

37.6

51.6
44.5

34.2

一戸建
共同建 2023年度

よりの
実績のみ低層賃貸

ZEH実績（戸数、ZEH化率） ZEH化率

※低層賃貸は2023年度より調査実施

※共同建と低層賃貸は2023年度より調査実施
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住宅部会

管理指標 2025年度 目標 2024年度 結果

住宅性能表示取得率【戸建】 （設計・建設性能評価）85% 設計：85.8%
建設：83.0%

住宅性能表示取得率【共同】 （設計・建設性能評価）10% 設計：11.5%
建設： 7.6%

「住まい実態アンケート」調査によるオーナー満足度
※築6年～ 10年の戸建オーナーアンケート調査 75% 68.6%

長期優良住宅認定取得率【戸建】 85% 84.9%

長期優良住宅認定取得率【低層共同賃貸】 10% 7.6%

プレ協供給業務管理規準リフォーム達成率
標準レベル：100%
先進レベル：   90%

標準：95%
先進：82%

【戸建】ZEH供給率　※Nearly ZEH  以上 87%（85％） 88.1%

新築戸建の居住段階における一次エネルギー消費量削減率（再エネ含む） 基準建物比　100% 95.4%

【低層共同】ZEH-M供給率　※Nearly ZEH-Ｍ  以上、棟数割合 25% 41.3%

新築集合住宅の居住段階における一次エネルギー消費量削減率（再エネ含む） 基準建物比　50% 65.3%

ストック住宅断熱・省エネリフォームによる一次エネルギー消費量削減貢献量 2020年度比　50%（30％）増 50.5% 増

工場生産のCO²排出量（総量） 2013年度比　70%（65％）減 73.7% 減

工場における再エネ電気の利用率 90%（75％） 87.8%

※下線は2024年度目標引上げ、（）内は見直し前の目標

「住生活向上推進プラン2025」の
　2024年度実績に関する記者発表を開催
10月28日（火）、住宅部会は「住生活向上推進プラン2025」の2024年度実績を公表しました。

「住生活向上推進プラン2025」は、「住生活基本計画」における

目標や成果指標、さらに国が掲げる「2050年カーボンニュートラ

ル」への対応を考慮して、2021年10月に住宅部会の新たな5か年

計画(2021年～2025年)として策定されたものです。

なお、これまで別途定めていた環境行動計画「エコアクション」

は、明確な目標発信とさらなる推進を図るため、同プランに統合した

上で、環境行動に係る事項の詳細版として「カーボンニュートラル

行動計画」を発行しております。

同プランの2024年度実績について、報道関係者を対象に、実績

報告説明会を開催いたしました。

住宅部会長代行(藤本 勝)からの挨拶に続き、プラン推進委員会

委員長(本間 克巳)より、同プランの2024年度実績の概要につい

て、環境分科会代表幹事(武藤 一巳)より、「カーボンニュートラル行

動計画」の2024年度実績について報告しました。

また、CS品質委員会委員長(三隅 圭)からは、同プランの管理指

標の一つでもあるオーナー満足度調査を含めた「住まい実態アン

ケート」調査について、説明を行いました。

今回は11社11名の報道関係者の方々にご参加いただき、活発

な質疑応答が交わされました。

記者発表会場の様子

「住生活向上推進プラン2025」主な成果管理指標目標と2024年度結果
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段階 管理指標 2021年
実績

2022年
実績

2023年
実績

2024年 実績
（）内は前年比

2025年 目標
（）内は見直し前

2030年 目標
（）内は見直し前 備考

居
住
段
階

新築
【戸建】

ZEH供給率※1 66.9% 79.3% 85.3% 88.1%
（⬆2.8P）

87%
（85％）

90%
（85％）

※1 Nearly ZEH以上

一次エネルギー消費量削減率※2
（再エネ含む）

基準建物比
74.9%

基準建物比
81.9%

基準建物比
84.8%

基準建物比
95.4%

（⬆10.6P）

基準建物比
100%

基準建物比
100%※3

※2 「家電等その他
   エネルギー」除く

※3 2030年は「家電等その他
エネルギー」含む

新築
【集合】

ZEH-M供給率※4 4.4% 15.7% 25.9% 41.3%
（⬆15.5P） 25% 50% ※4 Nearly ZEH-M以上、

   棟数割合

一次エネルギー消費量削減率※5
（再エネ含む）

基準建物比
31.8%

基準建物比
44.2%

基準建物比
53.6%

基準建物比
65.3%

（⬆11.7P）

基準建物比
50%

基準建物比
70%

※5 「家電等その他
   エネルギー」は除く

改修
断熱･省エネリフォームによる
一次エネルギー消費量
削減貢献量

2020年度比
14.4%増

2020年度比
27.1%増

2020年度比
40.2%増

2020年度比
50.5%増
（⬆7.3P）

2020年度比
50%増
（30％増）

2020年度比
75%増
（30％増）

工場生産

CO2排出量（総量）
2013年度比
51.3%減

2013年度比
63.2%減

2013年度比
69.0%減

2013年度比
73.7%減
（⬆14.8P）

2013年度比
70%減
（65％減）

2013年度比
75%減
（65％減）

再エネ電気利用率 40.2% 67.8% 78.3% 87.8%
（⬆9.5P）

90%
（75％）

100%
（75％）

基本的な考え方

協会の「行動憲章」と住宅部会の「行動ビジョン」に基づき、新たに「住生活基本計画」の追加目標と新規成果指標や、国が掲げる「2050年

カーボンニュートラル」への対応を考慮した、住宅部会の5か年計画。（2021年～2025年）

カーボンニュートラル行動計画（実績一覧）

住生活向上推進プラン2025について

2024年度実績を踏まえた今後の活動ポイント

1 工業化住宅の更なる性能向上を図るため、戸建・共同ともに住宅性能表示取得率（設計・建設）の2025年目標を必達するよう、
会員各社へ積極的に働きかける。

2 良質な新築住宅を提供するために、戸建・低層共同における長期優良住宅認定の普及促進を行う。昨年度課題であった低層共
同賃貸の長期優良住宅認定取得率は0.5% →7.6%へ大幅に改善。2025年度目標 10%必達に向けた取り組みを加速させる。

3
規格建築部会との情報連携を行い、大規模災害（首都直下地震・南海トラフ地震等）における応急仮設住宅の迅速な供給体制
を図るため、災害対応マニュアル（住宅部会編）の充実（第三版）を行った。今後も実効性あるマニュアルの常時点検を行い、平
時における日常的な災害対応訓練を強化させる。

4
脱炭素社会の実現に向けた取組みは順調に推移。戸建・共同ともにZEH供給率・一次エネルギー消費量削減率、ストック住宅
の一次エネルギー消費量削減貢献量、工場生産CO²排出量、工場再エネ電気利用率に関しては2025年度目標必達を狙う。主
要建材に関する業界団体との「カーボンニュートラル勉強会」を継続実施。

5 人材育成を図るため、「プレハブ住宅点検技術者」「プレハブ住宅リフォームコーディネート講習受講者」「プレハブ建築マイスター
認定者」の拡大を進める。加えてゼミナール、シンポジウム、各種講習会を通じて会員のスキルアップを図る。

6 国の「住生活基本計画見直し」検討動向を踏まえた『（次期）住生活向上推進プラン2030』の立案を行う。

※下線は2024年度目標引上げ、（）内は見直し前の目標
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臼井 浩一
帯屋 博義 住宅部会（旭化成ホームズ株式会社）
黒沢 亮太郎 PC建築部会（黒沢建設株式会社）
若山 聡 PC建築部会（大成ユーレック株式会社）
牛尼 裕之 住宅部会（積水ハウス株式会社）
栗坂 こずえ 住宅部会（大和ハウス工業株式会社）
井筒 克彦 住宅部会（パナソニック ホームズ株式会社）
織田島 南 住宅部会（ミサワホーム株式会社）
山本 茂 規格建築部会（三協フロンテア株式会社）
久保田 康雄 プレハブ建築協会（事務局）
提中 孝治 プレハブ建築協会（事務局）　　　　　　　　　　　　　　
日本ビジネスアート株式会社
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